
②指定ごみ袋等の手数料が変わります

①ごみの分別方法が変わります

③現行の焼却・破砕ごみ指定袋はそのまま使えます

これまでトレイ類として分別収集してきた容器包装プラスチックと、破砕ごみとして
収集してきたプラスチック類やゴム・皮革製品、繊維類などは、焼却ごみに変更します。

お持ちの焼却ごみ、破砕ごみ指定袋は、10 月１日以降もそのまま使用できます。（令和３年
６月改正）

長さ50㎝を超えるプラスチック類、ゴム・皮革製品、繊維類
のものは、できるだけ切って焼却ごみに入れてください。

これまでトレイ類として分別収集してきた容器包装プラスチックと、
収集してきたプラスチック類やゴム・皮革製品、繊維類などは、

として分別収集してきた容器包装プラスチックと、破砕ごみとして

が変わりますが変わります

焼却ごみ指定袋（10枚入り）焼却ごみ指定袋（10枚入り） 破砕ごみ指定袋（10枚入り）破砕ごみ指定袋（10枚入り）

10月からの分別方法10月からの分別方法現在の分別方法現在の分別方法

手数料
大（45L）：450円
中（30L）：300円
小（15L）：150円

※現行から 1.5 倍の
　大きさになります。

新しい指定ごみ袋は９月中旬か
ら販売登録店などで販売開始

手数料
大（45L）：450円
中（30L）：300円

袋デザイ
ンを変更袋デザイン

、素材を変
更

新分別のお願い新分別のお願い

分別区分 品　　　目 例
生ごみ、紙くず、木質ごみ、草
容器包装プラスチック
プラスチック類
ゴム・皮革製品、繊維類
家電類（家電４品目除く）
小型金属類
陶磁器、ガラス類
金属を含む複合品

焼却ごみ
トレイ類
破砕ごみ

料理くず、紙コップ
カップ、容器トレイ
カッパ、歯ブラシ
靴、カバン、まくら
電子レンジ、扇風機
鍋、フライパン
茶碗、湯のみ、グラス
折りたたみ傘、リモコン

焼却ごみ

破砕ごみ

週２回週２回

月１回月１回

その他の手数料　粗大ごみ処理券は360円、自己搬入は10㎏あたり140円に変更します。
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